
 県営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和３年３月12日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第８号 

   県営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 県営住宅等条例施行規則（平成９年岩手県規則第65号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （入居の申込み等）  （入居の申込み等） 

第２条の２ 条例第６条の規定により県営住宅に入居しようと

する者は、県営住宅入居申込書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて所管する広域振興局長（以下「局長」という。

）に提出しなければならない。 

第２条の２ 条例第６条の規定により県営住宅に入居しようと

する者は、県営住宅入居申込書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて所管する広域振興局長（以下「局長」という。

）に提出しなければならない。 

 (１)～(４) ［略］  (１)～(４) ［略］ 

 (５) 東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号

）第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備す

る者とみなされる者にあっては、次に掲げる区分に応じそ

れぞれ次に定める書類 

 

ア 東日本大震災復興特別区域法第４条第２項第５号に規

定する復興推進事業として、同法第19条第１項に規定す

る罹
り

災者公営住宅等供給事業を定めた同法第６条第１項

に規定する認定復興推進計画（県が単独で又は県及び市

町村が共同して作成した同法第４条第１項に規定する復

興推進計画に限る。以下「認定復興推進計画」という。

）に定められた区域内において同法第２条第１項に規定

する東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者

 当該認定復興推進計画に定められた区域内の市町村の

発行する住宅の滅失を証する書面 

 

イ 認定復興推進計画に定められた区域内において実施さ

れる国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規

則（平成23年国土交通省令第97号）第４条各号に掲げる

事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施

行者、認定者又は事業費負担者となる県又は市町村が発

行する移転の必要性を証する書面 

 

(６) ［略］ (５) ［略］ 

(７) ［略］ (６) ［略］ 

 (７) 条例第５条第２号エに規定する県営住宅に入居しよう

とする者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するも

のにあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

書類 

 ア 東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号

）第４条第２項第５号に規定する復興推進事業として、



同法第19条第１項に規定する罹
り

災者公営住宅等供給事業

を定めた同法第６条第１項に規定する認定復興推進計画

（県が単独で又は県及び市町村が共同して作成した同法

第４条第１項に規定する復興推進計画に限る。以下「認

定復興推進計画」という。）に定められた区域内におい

て同法第２条第１項に規定する東日本大震災により滅失

した住宅に居住していた者 当該認定復興推進計画に定

められた区域内の市町村の発行する住宅の滅失を証する

書面 

 イ 認定復興推進計画に定められた区域内において実施さ

れる国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規

則（平成23年国土交通省令第97号）第４条各号に掲げる

事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施

行者、認定者又は事業費負担者となる県又は市町村が発

行する移転の必要性を証する書面 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第５条第２号エに規定する

県営住宅に入居しようとする者であって次の各号のいずれか

に該当するものは、県営住宅入居申込・家賃減免（敷金免除

）承認申請書（様式第１号の２）に同項各号に掲げる書類を

添えて所管する局長に提出することにより入居の申込みとと

もに家賃の減免又は敷金の免除に係る申請をし、その承認を

得なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第５条第２号エに規定する

県営住宅に入居しようとする者であって次の各号のいずれか

に該当するものは、県営住宅入居申込・家賃減免（敷金免除

）承認申請書（様式第１号の２）に同項各号に掲げる書類を

添えて所管する局長に提出することにより入居の申込みとと

もに家賃の減免又は敷金の免除に係る申請をし、その承認を

得なければならない。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 前項第５号又は第６号に規定する者であって条例第15

条の規定に基づき敷金の免除を受けようとするもの 

 (２) 前項第５号又は第７号に規定する者であって条例第15

条の規定に基づき敷金の免除を受けようとするもの 

 （連帯保証人）  （連帯保証人） 

第８条 連帯保証人は、県内に居住し、独立の生計を営み、か

つ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で

局長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第２

条の２第１項第４号及び第６号に規定する法第23条各号に掲

げる条件を具備する者とみなされる者その他局長が特に認め

た者の連帯保証人にあっては、県内に居住していることを要

しない。 

第８条 連帯保証人は、県内に居住し、独立の生計を営み、か

つ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で

局長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第２

条の２第１項第４号及び第５号に規定する法第23条各号に掲

げる条件を具備する者とみなされる者その他局長が特に認め

た者の連帯保証人にあっては、県内に居住していることを要

しない。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （家賃の減免基準等）  （家賃の減免基準等） 

第13条 条例第15条（条例第25条第２項及び第27条第３項にお

いて準用する場合を含む。次項及び次条第１項において同じ

。）の規定に基づく家賃の減免の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減

免の期間は、１年を超えない範囲内で局長が入居者及び同居

者の事情を考慮して認める期間とする。 

第13条 条例第15条（条例第25条第２項及び第27条第３項にお

いて準用する場合を含む。次項及び次条第１項において同じ

。）の規定に基づく家賃の減免の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とし、その減

免の期間は、１年を超えない範囲内で局長が入居者及び同居

者の事情を考慮して認める期間とする。 



 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 入居者又は同居者（それぞれ第２条の２第１項第５号

アに掲げる者又は同項第６号に規定する者を除く。）が災

害により損害を受け、収入から損害の額を差し引いた額が

知事が別に定める額以下の額である場合 知事が別に定め

る率を家賃に乗じて得た額 

 (３) 入居者又は同居者（それぞれ第２条の２第１項第５号

に規定する者又は同項第７号アに掲げる者を除く。）が災

害により損害を受け、収入から損害の額を差し引いた額が

知事が別に定める額以下の額である場合 知事が別に定め

る率を家賃に乗じて得た額 

 (４)・(５) ［略］  (４)・(５) ［略］ 

 (６) 条例第５条第２号エに規定する県営住宅の入居者又は

同居者（それぞれ第２条の２第１項第５号アに掲げる者又

は同項第６号に規定する者に限る。）の収入が知事が別に

定める収入額以下である場合 知事が別に定める額 

 (６) 条例第５条第２号エに規定する県営住宅の入居者又は

同居者（それぞれ第２条の２第１項第５号に規定する者又

は同項第７号アに掲げる者に限る。）の収入が知事が別に

定める収入額以下である場合 知事が別に定める額 

 (７) 条例第５条第２号エに規定する県営住宅の入居者（第

２条の２第１項第５号又は第６号に規定する者に限る。）

が条例第24条第１項又は第２項の規定により収入超過者又

は高額所得者と認定され、かつ、当該入居者に係る家賃の

額が知事が別に定める額を超える場合 当該家賃の額から

当該知事が別に定める額を控除した額 

 (７) 条例第５条第２号エに規定する県営住宅の入居者（第

２条の２第１項第５号又は第７号に規定する者に限る。）

が条例第24条第１項又は第２項の規定により収入超過者又

は高額所得者と認定され、かつ、当該入居者に係る家賃の

額が知事が別に定める額を超える場合 当該家賃の額から

当該知事が別に定める額を控除した額 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

（Ａ４） （Ａ４） 

（裏）  

 〔県営住宅等条例抜粋〕   

  （同居の承認） 

第11条 入居者は、県営住宅の入居の際に同居した親族

以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を

得なければならない。 

２ 知事は、前項の入居者が同居させようとする者が暴

力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。 

 （入居の承継） 

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、

その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者

が引き続き当該県営住宅に居住しようとするときは、

当該入居者と同居していた者は、知事の承認を得なけ

ればならない。 

２ 知事は、前項の引き続き居住しようとする者（同居

者を含む。）が暴力団員であるときは、同項の承認を

してはならない。 

 （収入の申告等） 

第14条 入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申告し

なければならない。 

  



 （住宅の明渡し請求） 

第32条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、当該入居者に対して、県営住宅の

明渡しを請求することができる。 

 (１) 不正の行為によって入居したとき。 

 (２) 家賃を３月分以上滞納したとき。 

 (３) 正当な事由によらないで30日以上県営住宅を使

用しないとき。 

 (４) 県営住宅又は共同施設を故意に毀
き

損したとき。 

 (５) 第11条第１項及び第19条から第23条までの規定

に違反したとき。 

 (６) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。 

 (７) 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。 

２ 入居者は、前項の規定により、県営住宅の明渡し請

求を受けたときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡

さなければならない。 

３ 入居者は、第１項第１号から第５号までのいずれか

に該当することにより県営住宅の明渡し請求を受けた

ときは、知事が明渡しを指定した日の翌日から明渡し

の日までの期間の近傍同種の住宅の家賃の２倍に相当

する額以下で、知事が定める額の金銭を支払わなけれ

ばならない。 

 〔県営住宅等条例施行規則抜粋〕 

（入居の手続） 

第６条 入居を許可された者は、許可のあった日から10

日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。 

 (１) 連帯保証人が連署する県営住宅入居請書（様式

第４号）を提出すること。 

 (２) 連帯保証人の印鑑証明書を提出すること。 

 (３) 連帯保証人に係る市町村長の発行する所得が記

載された証明書を提出すること。 

 (４) 条例第17条の規定による敷金を納付すること。 

 （同居者の異動） 

第９条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に

異動があったときは、速やかに、県営住宅同居者異動

届（様式第６号）を所管する局長に提出しなければな

らない。 

  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

第２条 県営住宅等条例施行規則の一部を次のように改正する。 



改正前 改正後 

 （入居の申込み等）  （入居の申込み等） 

第２条の２ 条例第６条の規定により県営住宅に入居しようと

する者は、県営住宅入居申込書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて所管する広域振興局長（以下「局長」という。

）に提出しなければならない。 

第２条の２ 条例第６条の規定により県営住宅に入居しようと

する者は、県営住宅入居申込書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて所管する広域振興局長（以下「局長」という。

）に提出しなければならない。 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

 (７) 条例第５条第２号エに規定する県営住宅に入居しよう

とする者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するも

のにあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

書類 

 (７) 条例第５条第２号エに規定する県営住宅に入居しよう

とする者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するも

のにあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

書類 

ア 東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号

）第４条第２項第５号に規定する復興推進事業として、

同法第19条第１項に規定する罹
り

災者公営住宅等供給事業

を定めた同法第６条第１項に規定する認定復興推進計画

（県が単独で又は県及び市町村が共同して作成した同法

第４条第１項に規定する復興推進計画に限る。以下「認

定復興推進計画」という。）に定められた区域内におい

て同法第２条第１項に規定する東日本大震災により滅失

した住宅に居住していた者 当該認定復興推進計画に定

められた区域内の市町村の発行する住宅の滅失を証する

書面 

ア 復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第46号）第２条の規定による改正前の東日本大震災復興

特別区域法（平成23年法律第122号。以下「旧法」とい

う。）第４条第２項第５号に規定する復興推進事業とし

て、旧法第19条第１項に規定する罹
り

災者公営住宅等供給

事業を定めた復興庁設置法等の一部を改正する法律附則

第４条第２項の規定によりなおその効力を有するものと

された復興推進計画（県が単独で又は県及び市町村が共

同して作成したものに限る。以下「認定復興推進計画」

という。）に定められた区域内において旧法第２条第１

項に規定する東日本大震災により滅失した住宅に居住し

ていた者 当該認定復興推進計画に定められた区域内の

市町村の発行する住宅の滅失を証する書面 

イ ［略］ イ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施行する。 
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